
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  小規模企業共済制度の改正                 

Ｑ：小規模企業共済制度が改正されたそう

ですが、どのようになったのですか？                            

                                              

Ａ：共済金の支給額の引き上げ、掛金の減

額変更が可能になりました。 

【解説】 

さきごろ、小規模企業共済法が改正され次

のようになりました。 

小規模企業共済とは、個人事業者や会社役

員の廃業・退職後の生活の安定等を図るため

の資金を積み立てる制度で、掛金は全額控除

となり、共済金は退職所得や公的年金等の雑

所得となります。 

改正の概要は、次のとおりです。 

 ①個人事業者の親族内事業承継の円滑化 

  これまでは、個人事業者が廃業した場合に

最も多額の共済金が支給されることとなっ

ていましたが、これが、親族内事業承継を

した場合にも同額が支給されることとなり

ました。 

 ②会社役員の次世代への交代の円滑化 

  小規模企業者の次世代への交代を促すため、

65歳以上の会社役員が退任した場合の共済

金の支給額が引き上げられました。 

 ③掛金の柔軟化 

  これまでは、掛金を減額することが認めら

れませんでした(経営の悪化、疾病・負傷等

の場合を除きます)が、改正後は、柔軟に変

更することができるようになります。 
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